
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 Ａ ２７年度概算要
求

　当該事業は、地方産業競争力協議会で特定する戦略分野に沿い、地
域のイノベーションを促進するため、都道府県の行政区域を越えた広域
の連携を前提として各地域ブロックに運営協議会を設置し、技術を用い
て下支えする公設試・大学等の基盤整備を進めることを目的としてい
る。静岡県の要望は、当該事業下で同県を含む関東ブロックの運営協
議会が上記戦略分野から同ブロック内の広域連携分野として絞り込ん
だ航空機産業分野との整合性及び設置機器の広域活用の観点で妥当
性が満たされていない。他方、今後の予算要求については、当該事業と
同じ目的で制度づくりをしていく予定であるが、支援対象は、地方産業
競争力協議会で特定された戦略分野であれば、静岡県の要望分野も含
めて運営協議会による特定を可能とすることについて検討を行うことと
する。

b  静岡県が整備するファルマバレー新拠点施設（公設のオープンイノベーション施設）など、地域の
オープンイノベーションを促進する施設も支援対象となるよう、あわせて検討をお願いします。

　経済産業省から、静岡県が新たに整備する研究施設に
導入する機器の整備を支援対象とすること等については平
成27年度の概算要求に向けて検討する旨の見解が示さ
れ、今後、指定自治体の要望の実現に向け対応することか
ら協議終了。経済産業省は、概算要求等に向け、指定自治
体と適宜情報交換等を行い対応すること。

Ⅱ

2回目

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］
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県が新たに整備する研究開発拠点に設置する
機器に対して助成する。
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県が整備する新たな研究施設を機
器整備の助成対象としてもらいた
い。また、総合特区独自の協議会を
設備機器購入を決定する協議会と認
め、県が直接購入し、公益財団法人
（ファルマバレーセンター）で維持・管
理できるようにしたい。
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